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◎群馬県告示第２３１号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和６年９月１７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 高崎市倉渕町権田字三塚原５３４４の３６１、字立石原５３４４の３７７、５３

４４の３７８、５３４４の３８０、５３４４の１４４５、中室田町字岩城入４１６６の１、４４７０の１から４

４７０の４まで、４４７０の６、４４７０の１０から４４７０の１５まで、字背場谷津４５５５の１、４５５６、

倉渕町川浦字坊峯２２７８の２、字寺ノ平丙２３６５、２３６７の３、倉渕町権田字小倉９５７の１、９５９、

９６０の１、字小倉西浦１０９３、１０９７、１０９８ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

   ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    高崎市倉渕町権田字三塚原５３４４の３６１、字立石原５３４４の３７７、５３４４の３７８、５３４４

の３８０、５３４４の１４４５、中室田町字岩城入４４７０の２から４４７０の４まで、４４７０の６、字

背場谷津４５５５の１、４５５６、倉渕町川浦字坊峯２２７８の２、字寺ノ平丙２３６５、２３６７の３、

倉渕町権田字小倉９５７の１、９５９、９６０の１、字小倉西浦１０９３、１０９７、１０９８ 

   イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。 

   エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び高崎市役所に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２３２号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和６年９月１７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡東吾妻町大字箱島字寄居１７０２の５・１７０２の６・１７０９の２・１

７０９の３（以上４筆国有林。次の図に示す部分に限る）、１７０２の７（国有林）、大字五町田字千沢十二 

前１７５７の２（国有林。次の図に示す部分に限る） 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

■ 告  示 
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「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び東吾妻町役場に備え置いて縦覧に供 

する。 

 

 

 

 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条第３項の規定により、保安林の指定について、その森林の所有者

及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、同法第１８９条

の規定により、通知の内容を神流町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。 

  令和６年９月１７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林指定森林の所在場所及び登記済みの権利者 
 

保安林指定森林の所在場所 登記済みの権利者 備考 

多野郡神流町大字神ヶ原字下瀬林１２８７の２ 高橋 功  

 
２ 指定内容 予定通知のとおり 

  保安林指定告示 令和６年８月９日農林水産省告示第１５４７号 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年９月１７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

保美 理 事 新 任 清水基衛 藤岡市保美１７８番地 

 同   同  赤松信光  同  同 ３３９番地３ 

 同  退 任 栁井洋  同  同 ３２９番地 

 同   同  川村彰  同  同 ４３７番地１ 

監 事 新 任 関口定男  同  同 １４４８番地 

 同  退 任 清水基衛  同  同 １７８番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年９月１７日 

■ 公  告 
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                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

中群馬 理 事 再 任 松田智之 前橋市元総社町２３６５番地 

 同   同  松本孝一 高崎市引間町１２２８番地 

 同   同  福田誠  同 菅谷町５６３番地 

 同   同  樋口登茂悦  同  同 １１４０番地４ 

 同  新 任 金田博仁  同 正観寺町１０４１番地 

 同   同  本多知明  同 塚田町５２番地 

 同  退 任 清水茂  同 正観寺町１０４０番地 

 同   同  内田直  同 稲荷台町３２４番地１ 

監 事 再 任 飯塚孝  同 福島町８０１番地１ 

 同  新 任 清水順一  同 正観寺町５８１番地 

 同   同  塚田利夫  同 東国分町５２４番地 

 同  退 任 武井民部  同 正観寺町１０２８番地 

 同   同  塚田輝好  同 東国分町５２５番地 
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